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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年9月24日(2015.9.24)

【公開番号】特開2013-44750(P2013-44750A)
【公開日】平成25年3月4日(2013.3.4)
【年通号数】公開・登録公報2013-011
【出願番号】特願2012-181162(P2012-181162)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  31/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  35/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  35/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   31/00     　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   35/00     　　　Ｆ
   Ｇ０１Ｎ   35/02     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月5日(2015.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料水中の全有機炭素の測定値を検証する方法であって、
　第１の試料水に含まれる全有機炭素量を分析装置を用いて測定し、その第１の測定値を
得る工程と、
　前記第１の試料水に含まれる全有機炭素量が所定の閾値を超えている場合に、潜在的な
エクスカーション事象を同定する工程と、
　前記潜在的なエクスカーション事象を検出することに応答して、ボトルの中に第２の試
料水を捕獲する工程と、
　前記第２の試料水を前記分析装置に導入する工程と、
　前記第２の試料水に含まれる全有機炭素量を前記分析装置を用いて測定し、その第２の
測定値を得る工程と、
　前記第１の測定値と前記第２の測定値とを前記分析装置を用いて比較する工程と、
　を含む、全有機炭素の測定値検証方法。
【請求項２】
　前記第２の試料水を捕獲する工程は、前記分析装置により自動化される、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記第１の試料水に含まれる全有機炭素量を測定する前記工程は、前記分析装置の第１
モードで生じる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の試料水に含まれる全有機炭素量を測定する前記工程は、前記分析装置の前記
第１モードで生じる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の試料水に含まれる全有機炭素量を測定する前記工程は、前記分析装置の第２
モードで生じる、請求項３に記載の方法。
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【請求項６】
　１以上の追加の試料水を、１以上の対応する追加ボトルの中に捕獲する工程をさらに含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１以上の追加の試料水は、順次に捕獲される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１以上の追加の試料水は、同時に捕獲される、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の測定値と前記第２の測定値とを前記分析装置を用いて比較する前記工程は、
前記比較の指標を生成する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記分析装置に前記比較の指標を提供させる工程をさらに含む、請求項９に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記第１の測定値、前記第２の測定値、および前記比較の指標のうちの１以上を含む試
料情報を格納する工程をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記試料情報は前記ボトルに格納される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記試料情報は、前記ボトルのＲＦＩＤタグに送信されて前記ボトルに格納される、請
求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ボトルは、該ボトルのボトルキャップ内に配置されたベント管を具える、請求項１
に記載の方法。
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